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東京都内部統制推進要綱 

 

 

     制定 令和２年３月 31 日 31 総ココ第 713 号 

改正 令和３年３月 31 日 ２総ココ第 590 号 

令和４年３月 25 日 ３総ココ第 565 号 

令和 5 年 3 月 30 日 ４総ココ第 596 号 

令和６年 3 月 27 日 ５総ココ第 588 号 

令和 7 年 3 月 26 日 ６総ココ第 628 号 

令和８年 3 月 31 日 ７総ココ第 844 号 

 

第１ 総則 

１ 目的 

この要綱は、東京都内部統制基本方針（以下「基本方針」という。）に基づき、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 150 条第１項に定める財務に

関する事務の適正な管理及び執行を確保するために、内部統制の推進に必要な事項を

定めることを目的とする。 

２ 内部統制の定義 

内部統制は、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制に関する以下の４つの段

階からなる取組である。 

(1) 第１段階（内部統制の整備） 

事務の適正な管理及び執行の基盤となる全庁的な組織構造や職務の分掌等につ

いて規程等に明文化する。 

あわせて、財務に関する事務の流れを俯瞰
ふ か ん

して起こり得る業務レベルの事務処

理の誤りを想定した上で、その未然防止に資する手順等を整備し、規程等に明文化

する。 

(2) 第２段階（内部統制の運用） 

規程等にのっとった事務の適正な管理及び執行を日々励行する。 

(3) 第３段階（内部統制の評価） 

規程等の整備状況及び事務の運用状況を確認し不備があれば是正や改善を行う

とともに、評価結果を取りまとめて独立的立場から内部統制評価報告書を作成す

る。 

(4) 第４段階（内部統制の公表） 

内部統制評価報告書に監査委員の意見を付けて都議会へ提出し、公表する。 

上記の取組により、財務に関する事務の適正な管理及び執行の確保を推進し、もって

都民から信頼される都政の実現を目指す。 

３ 対象局等 

内部統制の対象とする局等（以下「各局等」という。）は、知事の担任する事務を分

掌し処理するために設けられた局等とし、東京都組織規程（昭和 27 年東京都規則第 164
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号）第８条第１項に規定する本庁の局、室並びに都民安全総合対策本部、スポーツ推進

本部、住宅政策本部、中央卸売市場及びスタートアップ戦略推進本部とする。 

４ 事務区分等 

対象とする事務は、基本方針「第２ 内部統制の対象とする事務」に規定する「知事

の担任する事務のうち財務に関する事務」であり、当該財務に関する事務は、法第２編

第９章に規定する財務に関する事務（ただし、執行以前の予算の編成事務、予算の議会

における審議等を除く。）をいう。 

都においては、事務の内容に応じて会計、物品、契約及び財産に区分する。 

５ 評価対象期間 

   評価対象期間は、会計年度（毎年４月１日から翌年３月 31 日まで）とする。 

６ 評価基準日 

  評価基準日は、会計年度末日の３月 31 日とする。 

なお、法第 235 条の５に規定する出納閉鎖までの間の整理事項は、評価基準日まで

に整理されたものとする。 

７ 内部統制に関する留意点及び内部統制の限界 

(1) 内部統制の整備及び運用に当たっては、それに要する業務上の負荷と得られる便

益（起こり得る事務処理の誤りが現実化する可能性を低減させる効果）を踏まえた

上で、重要性の大きいものに優先的に取り組むことで、過度な文書化及び過度な統

制を行うことを避けるものとする。 

(2) 単純な判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀等により内部統制が有効に

機能しない場合があるなど、内部統制には一定の限界があることを認識の上、合理

的な範囲で整備及び運用をすることとする。 

第２ 内部統制の整備 

１ 内部統制の推進体制の整備 

   都における内部統制の整備及び運用に関する推進体制は次のとおりとする。 

(1) 内部統制最高責任者 

内部統制の整備及び運用の最終的な責任者を内部統制最高責任者とする。内部統

制最高責任者は、知事とする。 

(2) 内部統制最高責任者代理 

内部統制最高責任者の職務を補佐する者を内部統制最高責任者代理とする。内部

統制最高責任者代理は、総務局に関する事項を担任する副知事とする。 

(3) 内部統制の実務的な責任者 

内部統制の取組を実務的に総括する者を内部統制の実務的な責任者とする。実務

的な責任者は、必要に応じて内部統制の取組に関し、知事及び総務局に関する事項

を担任する副知事に報告する。内部統制の実務的な責任者は、総務局長とする。 

(4) 内部統制推進部局 

    内部統制の整備及び運用を全庁的に推進する組織を内部統制推進部局とする。内

部統制推進部局は、総務局コンプライアンス推進部（内部統制推進担当）とする。 

(5) 内部統制評価部局 
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内部統制の整備状況及び運用状況について独立して評価を行うとともに、内部統

制評価報告書を作成する組織を内部統制評価部局とする。内部統制評価部局は、総

務局コンプライアンス推進部（内部統制評価担当）とする。 

(6) 制度所管部門 

制度所管部門は次のとおりとする。 

ア 別紙１「全庁的な内部統制の評価項目に係る整備についての記録」（以下「要綱

別紙１」という。）に定める制度所管部門 

要綱別紙１に定める評価項目に対応する制度の規程等を所管する部門。事務の

適正な管理及び執行の基盤となる全庁的な内部統制の体制について、所管規程等

の整備を行うとともに、当該規程等の趣旨及び目的の周知徹底を図る。 

イ 別紙４「業務レベルの内部統制に係る制度所管部門一覧」（以下「要綱別紙４」

という。）に定める制度所管部門 

第１ ４に定める財務に関する事務を所管する部門。業務レベルの内部統制に

おいて、所管業務に係る内部統制の整備の推進並びに内部統制の整備状況及び運

用状況の自己評価を行う。 

また、財務に関する事務の適正な管理及び執行を確保するために、所管業務を総

括する立場から所管業務に係る制度や手続等を整備し規程等で明文化するととも

に、各局等に対し、当該規程等の趣旨及び目的の周知徹底を図る。 

(7) 各局等の長 

各局等の長は、その職員に対し、内部統制についての知事の意識並びに規程等で

定められた制度や手続等の趣旨及び目的を理解させ、事務の適正な管理及び執行に

努めるとともに、内部統制の運用状況の自己評価を行う。 

(8) 内部統制に関する会議 

内部統制についての知事の意識を共有し、各局等の職員へ周知を図るため、各局

等の長を構成員とする内部統制に関する会議を、東京都コンプライアンス推進委員

会設置要綱により設置する。 

２ 全庁的な内部統制の整備 

 全庁的な内部統制の整備について、次のとおり整理する。 

(1) 全庁的な内部統制の整備は、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガ

イドライン（平成 31 年 3 月総務省公表）」（以下「ガイドライン」という。）の別紙１

「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目」を参考に

作成した要綱別紙１のとおり整理する。 

なお、総務局長（内部統制推進部局）は、状況の変化に応じ、要綱別紙１を変更す

ること（ガイドラインの別紙１に定められた評価の基本的な考え方に追加を行うこ

と及び評価項目に加除修正を行うこと。）ができる。ただし、変更する場合には、当

該変更点を内部統制評価報告書に記載することとする。 

(2) 要綱別紙１に定める制度所管部門の局等の長は、要綱別紙１の評価項目に対応す

る制度の規程等を総務局長（内部統制推進部局）に提出する。 
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(3) 総務局長（内部統制推進部局）は(2)により提出された規程等を取りまとめる。 

３ 業務レベルの内部統制の整備 

業務レベルの内部統制の整備は、次の手順による。 

(1) 業務レベルの内部統制の整備の記録は、ガイドラインの別紙２「リスク評価シー

ト例」を参考に作成した別紙２「業務レベルの内部統制の評価シート」（以下「要綱

別紙２」という。）により行う。 

 (2) 総務局長（内部統制推進部局）は、ガイドラインの別紙３「財務に関する事務に

ついてのリスク例」、過去の監査指摘事項等を参考に、各局等との多様なチャネルを

通して培ってきたコンプライアンス推進部としての知見や、各業務の制度を総括す

る要綱別紙４に定める制度所管部門としての知見を生かして、優先して防ぐべき誤

りを別紙３「財務に関する事務について優先して防ぐべき事務処理の誤り一覧」（以

下「要綱別紙３」という。）として全庁共通で設定する。 

また、総務局長（内部統制推進部局）は、要綱別紙３に記載された誤りが現実化す

る可能性を低減させるための制度や手続等を定めた規程等について、必要があると

認めた場合には、要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長に対し速やかに規程

等の整備を求める。 

(3) 総務局長（内部統制推進部局）は、要綱別紙３の「事務処理の誤り（小区分）」欄

に記載の誤りについて、重要性に鑑み、事案決定区分が局長決定以上のものを内部

統制の評価の対象とする事務処理の誤りとして設定し、当該誤りが現実化する可能

性を低減させるための制度や手続等を定めた規程等とともに要綱別紙２に記録する。 

なお、会計については支出負担行為の決定権者が局長以上の事案を、契約について

は契約事案の決定権者が局長以上の事案を、物品については重要物品を対象とし、財

務に関する事務処理過程における情報（厳格管理情報・個人情報）の管理については

事案決定区分によらず対象とする。 

 (4) 要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、(3)により要綱別紙２に記載さ

れた制度や手続等を定めた規程等を総務局長（内部統制推進部局）に提出する。 

(5) 総務局長（内部統制推進部局）は、(4)により要綱別紙４に定める制度所管部門の

局等の長から提出された規程等を取りまとめる。 

第３ 内部統制の運用 

各局等の長は、その職員に対し、内部統制についての知事の意識並びに規程等で定め

られた制度や手続等の趣旨及び目的を理解させ、事務の適正な管理及び執行に努める。 

制度所管部門は、各局等に対し、所管業務を総括する立場から所管業務に係る規程等

の趣旨及び目的の周知徹底を図る。 

各局等の職員は、各所属の業務遂行過程において、組織的な意思決定の仕組みなどを

通して、規程等にのっとり事務の適正な管理及び執行がなされるよう、日々の業務を励

行する。 

第４ 内部統制の評価 

１ 内部統制の評価の区分及び評価の方法 
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 内部統制の評価は、下表の左欄に掲げる評価の区分ごとに、右欄に掲げる評価の方法

により行う。 

評価の区分 評価の方法 

全庁的な内部

統制の評価 
評価部局評価 

総務局長（内部統制評価部局）が要綱別紙１の評価

項目ごとに内部統制の不備の有無の把握及び不備があ

る場合には重大な不備に当たるかどうかの判断を行

う。 

業務レベルの内

部統制の評価 

自己評価 

〇整備状況に関する評価 

要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長、総

務局長（内部統制推進部局）が要綱別紙２により、

内部統制の不備の有無の把握及び不備がある場合の

是正状況について行う。 

〇運用状況に関する評価 

各局等の長、要綱別紙４に定める制度所管部門の

局等の長、総務局長（内部統制推進部局）が要綱別

紙２により、内部統制の不備の有無の把握及び不備

がある場合の是正状況について行う。 

評価部局評価 

〇整備状況及び運用状況に関する評価 

総務局長（内部統制評価部局）が要綱別紙２によ

り、内部統制の不備の有無の把握及び不備がある場

合には重大な不備に当たるかどうかの判断を行う。 

２ 内部統制の不備 

内部統制の不備は、下表の区分のとおりとする。 

 内部統制の不備 内部統制の重大な不備 

整備上の不備 

・内部統制が存在しない、規定さ

れている方針及び手続では内部

統制の目的を十分に果たすこと

ができない 

・規定されている方針及び手続が

適切に適用されていない 等 

全庁的な内部統制及び業務レベ

ルの内部統制の整備上の不備のう

ち、全庁的な内部統制の評価項目に

照らして著しく不適切であり、大き

な経済的かつ社会的な不利益を生

じさせる蓋然性が高いものが該当 

運用上の不備 

・整備段階で意図したように内部

統制の効果が得られておらず、

結果として不適切な事項を発生

させたもの 

全庁的な内部統制及び業務レベ

ルの内部統制の運用上の不備のう

ち、不適切な事項が実際に発生した

ことにより、結果的に、大きな経済

的かつ社会的不利益を生じさせた

ものが該当 

（注） 運用上の重大な不備については、不適切な事項が実際に発生したがどうかを基
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に判断するものであり、評価基準日時点において整備上の対応も必要であると考え

られる場合であっても、重複して整備上の重大な不備に該当することとはしない。 

３ 全庁的な内部統制の評価 

評価部局評価は、次の手順による。 

(1) 総務局長（内部統制推進部局）は、全庁的な内部統制の整備について第２ ２ 

(1)により整理した要綱別紙１に、評価手続の関連資料及び第２ ２(3)により取り

まとめた評価項目に対応する制度の規程等を添えて、総務局長（内部統制評価部局）

に評価部局評価を依頼する。 

  (2) 全庁的な内部統制の整備について、(1)により依頼を受けた総務局長（内部統制

評価部局）は、(1)により収受した規程等の確認等により不備の有無を把握すると

ともに、不備がある場合には、当該不備が重大な不備に当たるかどうかの判断を行

い、要綱別紙１に記録する。 

４ 業務レベルの内部統制の評価 

(1) 自己評価 

    ア 業務レベルの内部統制の整備状況に関する自己評価は、次の手順による。 

(ｱ) 要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、評価基準日時点において、

分掌する業務について、適正な事務処理確保に資する制度や手続等の整備が適

時に実施されたか、適正な事務処理確保に資する制度や手続等の内容が適切で

あったかといった点を評価項目として不備の有無を把握し、その評価結果を要

綱別紙２に記録する。 

(ｲ) 整備状況について不備がある場合には、要綱別紙４に定める制度所管部門の

局等の長は、速やかに是正措置を講じた上で自己評価を行い、その結果を要綱別

紙２に記録する。 

(ｳ) 要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、記録済みの要綱別紙２に自

己評価の基礎となる規程等を添えて総務局長（内部統制推進部局）に提出する。 

(ｴ) 総務局長（内部統制推進部局）は、これらを収受の上、不備の有無を把握す

るとともに、不備があり必要と認めた場合には要綱別紙４に定める制度所管部

門の局等の長に対し速やかに是正措置を講じることを求め、要綱別紙２及び自

己評価の基礎となる規程等を取りまとめる。 

(ｵ) 要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、評価対象期間中の内部統制

の不備について、(ｳ)による提出後に報告していない不備があることが判明した

場合には、速やかに修正後の要綱別紙２に自己評価の基礎となる規程等を添え

て総務局長（内部統制推進部局）に提出する。 

(ｶ) 総務局長（内部統制推進部局）は、業務レベルの内部統制の整備状況に関す

る自己評価に当たり必要があると認めた場合には、要綱別紙４に定める制度所

管部門の局等の長に対し、必要な対応を求めることができる。 

イ 業務レベルの内部統制の運用状況に関する自己評価は、次の手順による。 

(ｱ) 各局等の長は、評価対象期間における内部統制の対象とする事務の運用状況

について自己点検により不備の有無を把握し、不備がある場合には、その後の不 
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 備の改善が適切に実施されたかといった点を評価項目として自己評価を行う。 

a 不備がある場合 

不備がある場合には、各局等の長は、是正措置及び再発防止策を講じた結果

を要綱別紙２に記録し、記録済みの要綱別紙２に自己評価の基礎となる資料等

を添えて要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長に提出する。 

b 不備がない場合 

不備がない場合には、各局等の長は、その旨を要綱別紙４に定める制度所管

部門の局等の長に回答する。 

(ｲ) 要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、(ｱ)により提出された要綱別

紙２及び自己評価の基礎となる資料等について、必要と認めた場合には各局等

の長に対し速やかに是正措置及び再発防止策を講じることを求め、その結果を

確認した上で自己評価を行い、取りまとめる。 

(ｳ) 要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、記録済みの要綱別紙２に自

己評価の基礎となる資料等を添えて総務局長（内部統制推進部局）に提出する。 

(ｴ) 総務局長（内部統制推進部局）は、(ｳ)により提出された要綱別紙２及び自己

評価の基礎となる資料等を収受の上、不備の有無を把握するとともに、不備があ

り必要と認めた場合には、要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長及び各

局等の長に対し速やかに是正措置及び再発防止策を講じることを求め、要綱別

紙２及び自己評価の基礎となる資料等を取りまとめる。 

(ｵ) 各局等の長は、評価対象期間中の内部統制の不備について、(ｱ)による提出後

に報告していない不備があることが判明した場合には、速やかに提出した要綱

別紙２を修正した上、修正後の要綱別紙２に自己評価の基礎となる資料等を添

えて要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長に提出する。 

要綱別紙４に定める制度所管部門の局等の長は、速やかに収受した要綱別紙

２及び自己評価の基礎となる資料等により是正措置及び再発防止策が講じられ

ていることを確認する。必要と認めた場合には、各局等の長に対し速やかに更な

る是正措置及び再発防止策を講じることを求め、その結果を確認した上で要綱

別紙２及び自己評価の基礎となる資料等を取りまとめ、総務局長（内部統制推進

部局）に提出する。 

(ｶ) 総務局長（内部統制推進部局）は、業務レベルの内部統制の運用状況に関す

る自己評価に当たり必要があると認めた場合には、要綱別紙４に定める制度所

管部門の局等の長及び各局等の長に対し、必要な対応を求めることができる。 

(2) 評価部局評価 

ア 評価部局評価は、次の手順による。 

(ｱ) 総務局長（内部統制推進部局）は、評価手続の関連資料及び第４ ４(1)ア(ｴ)

及び同イ(ｴ)で取りまとめた自己評価に、自己評価の基礎となる資料等を添えて、

総務局長（内部統制評価部局）に評価部局評価を依頼する。 

 (ｲ) 業務レベルの内部統制の整備状況及び運用状況について総務局長（内部統制 
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   評価部局）は、(ｱ)により収受した自己評価の基礎となる資料等により要綱別紙

２の記録の検証等を行い、不備の有無を把握するとともに、不備がある場合に

は、重大な不備に当たるかどうかの判断を行い、要綱別紙２に記録する。 

第５ 内部統制評価報告書の作成 

１ 記載事項 

総務局長（内部統制評価部局）は、法第 150 条第４項の規定に基づき、総務省令の定

めるところにより、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成する。 

内部統制評価報告書には、内部統制の整備及び運用に関する事項（基本方針等に基づ

く内部統制の取組であること、内部統制の限界等）、評価手続（評価期間、評価基準日

等）、評価結果（内部統制の有効性について）、不備の是正に関する事項を記載する。 

２ 有効性の判断 

(1) 基本方針第２で定める内部統制対象事務について、評価基準日において整備上の

重大な不備がある場合又は評価対象期間において運用上の重大な不備がある場合は、

都の内部統制対象事務に係る内部統制が有効に整備されていない又は運用されてい

ないと判断するものとする。ただし、第１ ７(2)に定める内部統制の限界に係る事

案を除く。 

いずれにも該当しない場合には、都の内部統制対象事務に係る内部統制は、評価基

準日において有効に整備され、評価対象期間において有効に運用されていると判断

するものとする。 

(2) 評価の過程で発見された整備上の重大な不備について、評価基準日までに是正を

行った場合には、当該重大な不備に係る内部統制は有効であると認めることができ

るものとする。ただし、この場合、当該重大な不備の内容及び原因、是正までの間に

当該重大な不備により生じた影響、講じた是正措置の内容、是正を行った後の内部統

制の状況等を内部統制評価報告書に記載するものとする。 

(3) やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な手続を実施できなかっ

た場合には、当該事実が及ぼす影響を十分に把握した上で、評価手続を実施できなか

った範囲を除外して内部統制の有効性を評価することができるものとする。 

評価範囲の除外に関しては、その範囲及び理由を内部統制評価報告書に記載する

こととし、評価を実施できないことが重大な影響を及ぼす場合には、内部統制の評価

結果は表明できないものとする。 

(4) 基本方針第２で定める内部統制対象事務に係る事務処理の誤りではあるが、要綱

別紙２に記載されていない業務レベルの内部統制について整備上又は運用上の重大

な不備を把握した場合には、評価に当たっては、通常の評価の過程で把握された整備

上又は運用上の重大な不備と同様に扱うものとする。 

  (5) 過去の評価対象期間において把握されなかった内部統制の重大な不備を、その後

新たに把握した場合には、直後の内部統制評価報告書にその旨を記載するものとす

る。 

３ 内部統制評価報告書の通知 
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   総務局長（内部統制評価部局）は、作成した内部統制評価報告書を総務局長（内部統

制推進部局）へ通知する。 

第６ 監査委員による内部統制評価報告書の審査 

 法第 150 条第５項の規定に基づき、内部統制評価報告書について、内部統制の評価

手続及び重大な不備の判断が適切に行われているかを監査委員の審査に付す。その際、

評価手続に係る関連資料及び評価結果の評価部局評価の根拠資料を提供する。 

第７ 内部統制評価報告書の都議会への提出及び公表 

１ 法第 150 条第６項の規定に基づき、第 6 に定めるところにより監査委員の審査に付

した内部統制評価報告書に監査委員の意見を付けて、直近に開会される都議会定例会

に提出する。 

２ １により都議会に提出した報告書は、都議会へ提出後遅滞なく、都のホームページで

広く都民に公表する。 

第８ 翌評価対象期間の取組への反映 

１ 基本方針第２で定める内部統制対象事務について、評価基準日において整備上の重

大な不備がある場合又は評価対象期間において運用上の重大な不備がある場合は、翌

評価対象期間の整備に反映させる。ただし、重大な不備であっても、内部統制の限界に

該当する場合や、固有の事情による場合は、翌評価対象期間の整備に反映しないことと

する。 

また、不備はあるが重大な不備はなかった場合には、翌評価対象期間の整備に反映さ 

せるかを検討する。 

２ 基本方針第２で定める内部統制対象事務に係る事務処理の誤りではあるが、要綱別

紙２に記載されていない業務レベルの内部統制について整備上又は運用上の重大な不

備がある場合には、当該重大な不備に係る事務処理の誤りについて、翌評価対象期間の

要綱別紙２に反映させる。ただし、重大な不備であっても、内部統制の限界に該当する

場合や、固有の事情による場合は、翌評価対象期間の要綱別紙２に反映しないこととす

る。 

また、不備はあるが重大な不備はなかった場合には、翌評価対象期間の整備に反映さ

せるかを検討する。 

３ 地方公共団体を取り巻く状況の変化、内部統制体制の整備状況及び運用状況、内部統

制評価報告書、監査委員からの指摘等を踏まえ、翌評価対象期間の取組の検討を行う。 

第９ 施行の細目 

 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局コンプライアンス推進部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月 31 日２総ココ第 590 号） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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２ 改正後の別紙２は、内部統制の評価対象期間が令和 3 年４月 1 日以降の内部統制の

評価において適用し、内部統制の評価対象期間が令和 3 年３月 31 日までの内部統制の

評価においては、なお従前の例による。 

３ 改正後の別紙３は、令和３年１月１日から、適用する。 

 

附 則（令和４年３月 25 日３総ココ第 565 号） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、第１ ３の改正規定（「、病院経営本部」を削る部分に限る。）及び別紙４の改

正規定は、同年７月 1 日から施行する。 

２ 第１ ５のうち、令和 4 年度の病院会計の会計年度は、令和 4 年 4 月 1 日から同年 6

月 30 日までとする。 

３ 第１ ６のうち、令和 4 年度の病院会計の会計年度末日は、令和４年 6 月 30 日とす

る。 

 

附 則（令和 5 年３月 30 日４総ココ第 596 号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年３月 27 日５総ココ第 588 号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年３月 26 日６総ココ第 628 号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和８年３月 31 日７総ココ第 844 号） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


